
関係法令 

（抜粋） 

 

（１）消費者安全法（平成二十一年法律第五十号） 

（事故等原因調査） 

第二十三条 調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合において、生命身体被害の発生又は

拡大の防止（生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生

命身体事故等の発生の防止をいう。以下同じ。）を図るため当該生命身体事故等に係る事故等原因

を究明することが必要であると認めるときは、事故等原因調査を行うものとする。ただし、当該

生命身体事故等について、消費者安全の確保の見地から必要な事故等原因を究明することができ

ると思料する他の行政機関等による調査等の結果を得た場合又は得ることが見込まれる場合に

おいては、この限りでない。 

２ 調査委員会は、事故等原因調査を行うため必要な限度において、次に掲げる処分をすることが

できる。 

一 事故等原因に関係があると認められる者（次号及び第三十条において「原因関係者」という。）、

生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者（以下「生命身

体事故等関係者」という。）から報告を徴すること。 

（原因関係者の意見の聴取） 

第三十条 調査委員会は、事故等原因調査を完了する前に、原因関係者に対し、意見を述べる機

会を与えなければならない。 

（報告書等） 

第三十一条 調査委員会は、事故等原因調査を完了したときは、当該生命身体事故等に関する次

の事項を記載した報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとともに、公表しなければな

らない。 

 

（２）建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の

生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する

構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架

の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線

路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに

類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。 

添付資料４ 



（構造耐力） 

第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動

及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 

一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で

定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外

力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める

基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けた

ものであること。 

四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであるこ

と。 

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 

ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。 

（工作物への準用） 

第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの

及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以

下この項において「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六

項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建

築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二

（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条

から第七条の四まで、第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限

る。）、第八条から第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項から第九項まで、

第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十四項を除く。）、第二十

条、第二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三

十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。）、

第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二（第六十八条の二十第二項については、同項に

規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十八条

の二（同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条

の七第二項（第二十条に係る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第

一項、第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）及び第三十七条に係る部分に限る。）、前条、次条

並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、

第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第

二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあ

るのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。 

（許可又は確認に関する消防長等の同意等） 

第九十三条 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は

確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する

消防長（消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長の同意を得

なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び

準防火地域以外の区域内における住宅（長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。）である

場合又は建築主事等若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一

項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。 



２ 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物

の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（建築主事等又は指定確認検査機関が第

六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若

しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を

求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基

準法令の規定を除く。）で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同項第四号

に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を

求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事等又は指定確認検

査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することが

できない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事

等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。 

 

（３）建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号） 

（構造部材の耐久） 

第三十七条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、

腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした

材料を使用しなければならない。 

（外壁内部等の防腐措置等） 

第四十九条 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地

には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 

２ 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分に

は、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐため

の措置を講じなければならない。 

（屋外階段の構造） 

第百二十一条の二 前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造（準耐火構造のう

ち有効な防腐措置を講じたものを除く。）としてはならない。 

（工作物の指定等） 

第百三十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一

項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安

に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の

規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。）とする。 

四 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 

２ 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の

規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。 

二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 

三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊

戯施設で原動機を使用するもの 

 



（４）経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号） 

（所掌事務） 

第四条 経済産業省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

三十 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。 

 

（５）経済産業省組織令（平成十二年政令第二百五十四号） 

（文化創造産業課の所掌事務） 

第八十七条 文化創造産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 経済産業省の所掌に係るサービス業のうち文化の創造に関連するものの発達、改善及び

調整に関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。 

 

（６）国土交通省設置法（平成十一年法律第百号） 

（所掌事務） 

第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

四十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理（皇居外苑、新宿御苑及び京

都御苑にあっては、これらの整備に限る。）に関すること。 

 

（７）国土交通省組織令（令和六年政令第三百八号） 

（公園緑地・景観課の所掌事務） 

第九十条 公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理（皇居外苑、新宿御苑及び京都御

苑にあっては、これらの整備に限る。）に関すること（都市安全課及び参事官の所掌に属する

ものを除く。）。 

 

（８）建設省組織令（昭和 27 年８月 30 日政令第三百九十四号） 

（施設課） 

第十七条 施設課においては、左の事務をつかさどる。 

一 公園、緑地、運動場その他公共空地の調査並びに整備、維持及び管理並びにこれらの助成及

び監督に関すること 

二 遊園地及び競技場の施設の調査及び指導に関すること 

 

（９）都市計画法（昭和四十三年法律第百号） 



（定義） 

第四条 

１１ この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の

悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの（以下「第一種特定工作物」という。）又

はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの（以下「第二種特定工作物」という。）

をいう。 

 

（10）都市計画法施行令（昭和四十四年政令第百五十八号） 

（特定工作物） 

第一条 都市計画法（以下「法」という。）第四条第十一項の周辺の地域の環境の悪化をもたらす

おそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

２ 法第四条第十一項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が

一ヘクタール以上のものとする。 

一 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物（学

校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（大学を除く。）又は就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第

二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、港湾法第二条第五項第九

号の三に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）

第二条第一項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一

号）第二条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相

当する事業により建設される施設に該当するものを除く。） 

 

（11）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号） 

（用語の意義） 

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心を

そそるおそれのある遊技に用いることができるもの（国家公安委員会規則で定めるものに限る。）

を備える店舗その他これに類する区画された施設（旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに

随伴する施設で政令で定めるものを除く。）において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

（前号に該当する営業を除く。） 

 

（12）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（昭和五十九年政令第三百十九

号） 

（法第二条第一項第五号の政令で定める施設） 

第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項

第五号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当

該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル等、大規模小売店舗又は遊園地内において当

該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。 



三 遊園地（メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として

当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するもの

をいう。）内の区画された施設 

 

（13）都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号） 

（目的） 

第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を

図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地

方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 

一 都市計画施設（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第六項に規定する都市計画施

設をいう。次号において同じ。）である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共

団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地 

二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの 

イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑

地（ロに該当するものを除く。） 

ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣

議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地 

２ この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けら

れる次に掲げる施設をいう。 

四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 

（都市公園の設置基準） 

第三条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び

規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。 

２ 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第四条第一項に規定する基本計画（次条第二項

において単に「基本計画」という。）（地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定めら

れているものに限る。）が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置す

る場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行

うよう努めるものとする。 

３ 国が設置する都市公園（第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。）については、政令で

定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するよ

うに行うものとする。 

（都市公園の管理基準） 

第三条の二 都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準（都

市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。）に適合するように行うものとす

る。 



（公園施設の設置基準） 

第四条 略 

２ 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。 

（都市公園の行政又は技術に関する勧告等） 

第三十一条 国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都

市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧

告、助言又は援助をすることができる。 

 

（14）都市公園法施行令（昭和三十一年政令第二百九十号） 

（公園施設の種類） 

第五条  

３  法第二条第二項第四号の政令で定める遊戯施設は、次に掲げるものとする。 

一 ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、

メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するもの 

（公園施設の構造） 

第七条 公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。 

（都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準） 

第十条 法第三条の二第一項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次

のとおりとする。 

一 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地

質又は気象の状況その他の状況（次号において「都市公園構造等」という。）を勘案して、適切な

時期に、都市公園の巡視を行い、及び清掃、除草その他の都市公園の機能を維持するために必要

な措置を講ずること。 

二 都市公園の点検は、都市公園構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法によ

り行うこと。 

三 前号の点検その他の方法により都市公園の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があること

を把握したときは、都市公園の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。 

２ 前項に規定するもののほか、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、国土交通省令

で定める。 

 

（15）都市公園法施行規則（昭和三十一年建設省令第三十号） 

（都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準） 

第三条の二 令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的

基準は、次のとおりとする。 

一遊戯施設その他の公園施設のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に当該



公園施設の利用者の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの（次号において「遊戯施設等」

という。）の点検は、一年に一回の頻度で行うことを基本とすること。 

二前号の点検の結果及び遊戯施設等について令第十条第一項第三号の措置を講じたときはその

内容を記録し、当該遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保存すること。 

 

（16）興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号） 

第一条 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に

見せ、又は聞かせる施設をいう。 

第三条 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措

置を講じなければならない。 

 

（17）消防法（昭和二十三年法律第百八十六号） 

第七条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許

可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法

（昭和二十五年法律第二百一号）第六条の二第一項（同法第八十七条第一項において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）の規定による確認を行う指定確認検査機関（同法第七十七

条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。）は、当該許可、

認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は

所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同

項の規定による確認をすることができない。ただし、確認（同項の規定による確認を含む。）に係

る建築物が都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準

防火地域以外の区域内における住宅（長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。）である場

合又は建築主事若しくは建築副主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条

第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。 

② 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の

計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（建築基準法第六条第四項又は第六条の二

第一項（同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により

建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号若しくは第

二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕（同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。）、大規

模の模様替（同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。）若しくは用途の変更又は同項第三号

に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定によ

り読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。）で建築

物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあ

つては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日か

ら七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査

機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することがで

きない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任

を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。 

③ 建築基準法第六十八条の二十第一項（同法第六十八条の二十二第二項において準用する場合

を含む。）の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審

査について準用する。 


